
第７５回税理士試験 法人税法

第一問（理論）解答

問 １

１ 益 金 算 入 額 （ ４ 点 ）

当 期 の 益 金 の 額 に 算 入 す る こ と と な る 金 額 は ９ ９ ０ ， ０ ０ ０円 で あ る 。

２ 法 的 な 理 由

① 収 益 の 計 上 時 期 （ ２ 点 ）

内 国 法 人 の 資 産 の 販 売 若 し く は 譲 渡 又 は 役 務 の 提 供 （ 以 下 「 資 産 の 販 売 等 」 と い う 。 ） に 係

る 収 益 の 額 は 、 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 そ の 資 産 の 販 売 等 に 係 る 目 的 物 の 引 渡 し 又 は 役

務 の 提 供 の 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 所 得 の 金 額 の 計 算 上 、 益 金 の 額 に 算 入 す る 。

② 収 益 の 計 上 額

イ 内 国 法 人 の 各 事 業 年 度 の 資 産 の 販 売 等 に 係 る 収 益 の 額 と し て そ の 事 業 年 度 の 所 得 の 金 額 の

計 算 上 益 金 の 額 に 算 入 す る 金 額 は 、 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 そ の 販 売 若 し く は 譲 渡 を

し た 資 産 の 引 渡 し の 時 に お け る 価 額 又 は そ の 提 供 を し た 役 務 に つ き 通 常 得 べ き 対 価 の 額 に 相

当 す る 金 額 と す る 。 （ ２ 点 ）

ロ イ の 引 渡 し の 時 に お け る 価 額 又 は 通 常 得 べ き 対 価 の 額 は 、 イ の 資 産 の 販 売 等 に つ き 次 に 掲

げ る 事 実 が 生 ず る 可 能 性 が あ る 場 合 に お い て も 、 そ の 可 能 性 が な い も の と し た 場 合 に お け る

価 額 と す る 。

⒜ そ の 資 産 の 販 売 等 の 対 価 の 額 に 係 る 金 銭 債 権 の 貸 倒 れ

⒝ そ の 資 産 の 販 売 等 （ 資 産 の 販 売 又 は 譲 渡 に 限 る 。 ） に 係 る 資 産 の 買 戻 し

（ ２ 点 ）

（無断複写・転載を禁ず）

（１）



問 １ （ 続 き ）

問 ２ ⑴

１ 取 扱 い

① Ｄ 社

寄 附 修 正 事 由 に 該 当 す る た め 、 Ｄ 社 の 利 益 積 立 金 額 及 び Ｅ 社 株 式 の 帳 簿 価 額 が そ れ ぞ れ

９ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 減 少 し （ １ 点 ） 、 Ｄ 社 の 利 益 積 立 金 額 及 び Ｆ 社 株 式 の 帳 簿 価 額 が そ れ ぞ れ

９ ０ ０ ， ０ ０ ０円 増 加 す る 。 （ １ 点 ） な お 、 所 得 の 金 額 の 計 算 上 、 益 金 の 額 及 び 損 金 の 額 に 算 入 さ れ

る 金 額 は な い 。

② Ｅ 社

金 銭 を 贈 与 し た た め 、 寄 附 金 の 額 １ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０円 が 生 じ 、 Ｅ 社 と Ｆ 社 と の 間 に は 法 人 で あ る Ｄ

社 に よ る 完 全 支 配 関 係 が あ る こ と か ら 、 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 に 対 す る 寄 附 金 に 該 当 し 、

１ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０円 は 全 額 損 金 不 算 入 と な り 、 損 金 の 額 に 算 入 さ れ る 金 額 は な い 。 （ １ 点 ）

ま た 、 寄 附 修 正 事 由 に 該 当 す る た め 、 Ｅ 社 の 利 益 積 立 金 額 及 び Ｆ 社 株 式 の 帳 簿 価 額 が そ れ ぞ

れ １ ０ ０ ， ０ ０ ０円 増 加 す る こ と と な る 。 （ １ 点 ）

③ Ｆ 社

金 銭 の 贈 与 を 受 け た た め 、 受 贈 益 の 額 １ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０円 が 生 じ 、 Ｅ 社 と Ｆ 社 と の 間 に は 法 人 で あ

る Ｄ 社 に よ る 完 全 支 配 関 係 が あ る た め 、 受 贈 益 の 額 で あ る １ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０円 は 全 額 益 金 不 算 入 と な

り 、 益 金 の 額 に 算 入 さ れ る 金 額 は な い 。 （ １ 点 ）

ま た 、 寄 附 修 正 事 由 に 該 当 す る た め 、 Ｆ 社 の 利 益 積 立 金 額 及 び Ｅ 社 株 式 の 帳 簿 価 額 が そ れ ぞ

（無断複写・転載を禁ず）

（２）



問 ２ ⑴ （ 続 き ）

れ １ ０ ０ ， ０ ０ ０円 減 少 す る こ と と な る 。 （ １ 点 ）

２ 法 的 な 理 由

① 完 全 支 配 関 係 の 意 義

一 の 者 が 法 人 の 発 行 済 株 式 等 （ そ の 法 人 が 有 す る 自 己 株 式 等 を 除 く 。 ） の 全 部 を 直 接 若 し く

は 間 接 に 保 有 す る 関 係 （ 以 下 「 当 事 者 間 の 完 全 支 配 関 係 」 と い う 。 ） 又 は 一 の 者 と の 間 に 当 事

者 間 の 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 相 互 の 関 係 を い う 。

② 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 に 対 す る 寄 附 金 の 取 扱 い （ １ 点 ）

内 国 法 人 が 各 事 業 年 度 に お い て そ の 内 国 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 （ 法 人 に よ る 完 全 支 配 関

係 に 限 る 。 ） が あ る 他 の 内 国 法 人 に 対 し て 支 出 し た 寄 附 金 の 額 は 、 各 事 業 年 度 の 所 得 の 金 額 の

計 算 上 、 損 金 の 額 に 算 入 し な い 。

③ 受 贈 益 の 益 金 不 算 入 （ １ 点 ）

内 国 法 人 が 各 事 業 年 度 に お い て そ の 内 国 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 （ 法 人 に よ る 完 全 支 配 関

係 に 限 る 。 ） が あ る 他 の 内 国 法 人 か ら 受 け た 受 贈 益 の 額 は 、 各 事 業 年 度 の 所 得 の 金 額 の 計 算 上

益 金 の 額 に 算 入 し な い 。

④ 利 益 積 立 金 額 の 増 加 額 （ ２ 点 ）

法 人 が 有 す る そ の 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 （ 通 算 完 全 支 配 関 係 を 除 く 。 ） が あ る 法 人 の 株

式 又 は 出 資 に つ い て 寄 附 修 正 事 由 が 生 ず る 場 合 の そ の 受 贈 益 の 額 に そ の 寄 附 修 正 事 由 に 係 る 持

分 割 合 を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 か ら 寄 附 修 正 事 由 が 生 ず る 場 合 の そ の 寄 附 金 の 額 に そ の 寄 附 修 正

事 由 に 係 る 持 分 割 合 を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 を 減 算 し た 金 額 を 増 加 す る 。

⑤ 子 法 人 株 式 等 の 帳 簿 価 額 （ ２ 点 ）

法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 （ 通 算 完 全 支 配 関 係 を 除 く 。 ） が あ る 子 法 人 株 式 等 に つ い て 寄 附

修 正 事 由 が 生 じ た 場 合 に は 、 そ の 子 法 人 株 式 等 の 帳 簿 価 額 は 、 そ の 寄 附 修 正 事 由 直 前 の 帳 簿 価

額 に 寄 附 修 正 事 由 が 生 じ た こ と に よ り 増 加 又 は 減 少 し た 利 益 積 立 金 額 を 加 算 又 は 減 算 し た 金 額

と す る 。

（無断複写・転載を禁ず）

（３）



問 ２ ⑵

１ 取 扱 い

旅 行 費 用 ２ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０円 は 、 交 際 費 等 に 該 当 す る 。 Ｇ 協 会 は 資 本 又 は 出 資 を 有 し な い 法 人 に 該 当

す る た め 、 総 資 産 の 帳 簿 価 額 か ら 総 負 債 の 帳 簿 価 額 及 び 利 益 の 額 を 控 除 し た 金 額 の ６ ０％ 相 当 額 で

あ る １ ６ ８ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０円 が 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 に 準 ず る も の と な る 。

こ の 金 額 が １ 億 円 超 の た め 、 定 額 控 除 限 度 額 の 適 用 は な く 、 旅 行 費 用 の 額 に は 接 待 飲 食 費 の 額

が な い こ と か ら 、 ２ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０円 全 額 が 当 期 の 損 金 の 額 に 算 入 さ れ な い 。 （ ２ 点 ）

２ 法 的 な 理 由

① 交 際 費 等 の 意 義 （ １ 点 ）

交 際 費 等 と は 、 交 際 費 、 接 待 費 、 機 密 費 そ の 他 の 費 用 で 、 法 人 が 、 そ の 得 意 先 、 仕 入 先 そ の

他 事 業 に 関 係 の あ る 者 等 に 対 す る 接 待 、 供 応 、 慰 安 、 贈 答 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 為 の た め に

支 出 す る も の （ 次 に 掲 げ る 費 用 の い ず れ か に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） を い う 。

イ 専 ら 従 業 員 の 慰 安 の た め に 行 わ れ る 運 動 会 、 演 芸 会 、 旅 行 等 の た め に 通 常 要 す る 費 用

ロ 飲 食 費 で あ っ て 、 １ 人 当 た り の 金 額 が １ 万 円 以 下 の 費 用 （ 一 定 の 書 類 を 保 存 し て い る 場 合

に 限 る 。 ）

ハ カ レ ン ダ ー 、 手 帳 、 扇 子 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 物 品 の 贈 与 費 用 、 会 議 費 、 取 材 費 等 と し て

通 常 要 す る 費 用

② 交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 （ ３ 点 ）

法 人 が 各 事 業 年 度 に お い て 支 出 す る 交 際 費 等 の 額 （ そ の 事 業 年 度 終 了 の 日 に お け る 資 本 金 の

額 又 は 出 資 金 の 額 （ 資 本 又 は 出 資 を 有 し な い 法 人 そ の 他 一 定 の 法 人 に あ っ て は 、 一 定 の 金 額 。

以 下 同 じ ） が １ ０ ０億 円 以 下 で あ る 法 人 に つ い て は 、 そ の 交 際 費 等 の 額 の う ち 、 接 待 飲 食 費 の 額

の ５ ０％ 相 当 額 を 超 え る 部 分 の 金 額 ） は 、 そ の 事 業 年 度 の 所 得 の 金 額 の 計 算 上 、 損 金 の 額 に 算 入

し な い 。

③ 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 に 準 ず る も の の 範 囲 等 （ ２ 点 ）

そ の 事 業 年 度 終 了 の 日 に お け る 貸 借 対 照 表 （ 確 定 し た 決 算 に 基 づ く も の に 限 る 。 以 下 同

じ 。 ） に 計 上 さ れ て い る 総 資 産 の 帳 簿 価 額 か ら そ の 貸 借 対 照 表 に 計 上 さ れ て い る 総 負 債 の 帳 簿

価 額 を 控 除 し た 金 額 （ そ の 貸 借 対 照 表 に 、 そ の 事 業 年 度 に 係 る 利 益 の 額 が 計 上 さ れ て い る と き

は 、 そ の 額 を 控 除 し た 金 額 と す る 。 ） の ６ ０％ に 相 当 す る 金 額

（無断複写・転載を禁ず）

（４）



問 ３

１ 取 扱 い

Ｐ 社 と Ｓ 社 の 合 併 は 、 合 併 の 対 価 が 交 付 さ れ て い な い こ と か ら 、 被 合 併 法 人 の 株 主 等 に 合 併 法

人 又 は 合 併 親 法 人 の う ち い ず れ か 一 の 法 人 の 株 式 以 外 の 資 産 が 交 付 さ れ な い 場 合 に 該 当 し 、 完 全

支 配 関 係 が あ る 法 人 間 で 行 わ れ る 合 併 で あ り 、 そ の 完 全 支 配 関 係 が 「 い ず れ か 一 方 の 法 人 に よ る

完 全 支 配 関 係 の う ち 、 合 併 法 人 が 被 合 併 法 人 の 発 行 済 株 式 を 保 有 す る 関 係 」 に 該 当 す る こ と か

ら 、 適 格 合 併 に 該 当 す る 。 （ ２ 点 ）

本 問 の 適 格 合 併 は 、 共 同 で 事 業 を 行 う た め の 合 併 に は 該 当 せ ず 、 適 格 合 併 の 日 の 属 す る 事 業 年

度 開 始 の 日 の ５ 年 前 の 日 か ら 継 続 し て 支 配 関 係 が な い た め 、 Ｓ 社 の 未 処 理 欠 損 金 は Ｐ 社 の 欠 損 金

額 と は み な さ れ な い 。 よ っ て 、 全 額 が 切 り 捨 て ら れ る 。 （ ２ 点 ）

ま た 、 本 問 の 適 格 合 併 は 、 特 定 適 格 組 織 再 編 成 等 に 該 当 し 、 譲 渡 し た 土 地 は 、 特 定 資 産 に 該 当

し 、 対 象 期 間 内 に 譲 渡 を し た た め 、 特 定 資 産 に 係 る 譲 渡 等 損 失 の 損 金 不 算 入 の 規 定 が 適 用 さ れ 、

譲 渡 損 ２ ０ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０円 は 各 事 業 年 度 の 所 得 の 金 額 の 計 算 上 、 損 金 の 額 に 算 入 さ れ な い 。 （ ２ 点 ）

２ 法 的 な 理 由

① 適 格 合 併 の 場 合 の 未 処 理 欠 損 金 額 の 引 継 ぎ 等

イ 欠 損 金 額 の 引 継 ぎ （ ４ 点 ）

内 国 法 人 を 合 併 法 人 と す る 適 格 合 併 が 行 わ れ た 場 合 に お い て 、 そ の 被 合 併 法 人 の そ の 適 格

合 併 の 日 前 １ ０年 以 内 に 開 始 し た 各 事 業 年 度 （ 以 下 「 前 １ ０年 内 事 業 年 度 」 と い う 。 ） に お い て

生 じ た 未 処 理 欠 損 金 額 が あ る と き は 、 そ の 内 国 法 人 の そ の 適 格 合 併 の 日 の 属 す る 事 業 年 度 以

後 の 各 事 業 年 度 に お け る 欠 損 金 の 繰 越 し の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 そ の 前 １ ０年 内 事 業 年 度 に

お い て 生 じ た 未 処 理 欠 損 金 額 は 、 そ れ ぞ れ そ の 未 処 理 欠 損 金 額 の 生 じ た 前 １ ０年 内 事 業 年 度 開

始 の 日 の 属 す る そ の 内 国 法 人 の 各 事 業 年 度 に お い て 生 じ た 欠 損 金 額 と み な す 。

ロ 支 配 関 係 が あ る 場 合 の 欠 損 金 額 の 引 継 ぎ の 制 限 等 （ ３ 点 ）

上 記 イ の 適 格 合 併 に 係 る 被 合 併 法 人 （ 内 国 法 人 と の 間 に 支 配 関 係 が あ る も の に 限 る 。 ） の

上 記 イ に 規 定 す る 未 処 理 欠 損 金 額 に は 、 そ の 適 格 合 併 が 共 同 で 事 業 を 行 う た め の 合 併 と し て

一 定 の も の に 該 当 す る 場 合 又 は 一 定 の 日 か ら 継 続 し て 支 配 関 係 が あ る 場 合 の い ず れ に も 該 当

し な い 場 合 に は 、 一 定 の 欠 損 金 額 を 含 ま な い も の と す る 。

（無断複写・転載を禁ず）

（５）



問 ３ （ 続 き ）

② 特 定 資 産 に 係 る 譲 渡 等 損 失 の 損 金 不 算 入 （ ３ 点 ）

内 国 法 人 と 支 配 関 係 法 人 と の 間 で そ の 内 国 法 人 を 合 併 法 人 等 と す る 特 定 適 格 組 織 再 編 成 等 が

行 わ れ た 場 合 （ 一 定 の 日 か ら 継 続 し て 支 配 関 係 が あ る 場 合 を 除 く 。 ） に は 、 そ の 内 国 法 人 の 対

象 期 間 に お い て 生 ず る 特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 額 は 、 そ の 内 国 法 人 の 各 事 業 年 度 の 所 得 の 金 額 の 計

算 上 、 損 金 の 額 に 算 入 し な い 。

③ 用 語 の 意 義

イ 特 定 適 格 組 織 再 編 成 等 （ １ 点 ）

適 格 合 併 等 の う ち 、 共 同 で 事 業 を 行 う た め の 適 格 組 織 再 編 成 等 と し て 一 定 の も の に 該 当 し

な い も の を い う 。

ロ 対 象 期 間 （ １ 点 ）

そ の 内 国 法 人 の そ の 特 定 適 格 組 織 再 編 成 事 業 年 度 開 始 の 日 か ら 同 日 以 後 ３ 年 を 経 過 す る 日

（ そ の 経 過 す る 日 が そ の 内 国 法 人 が そ の 支 配 関 係 法 人 と の 間 に 最 後 に 支 配 関 係 を 有 す る こ と

と な っ た 日 以 後 ５ 年 を 経 過 す る 日 後 と な る 場 合 に あ っ て は 、 そ の ５ 年 を 経 過 す る 日 ） ま で の

期 間 を い う 。

ハ 支 配 関 係 法 人 （ １ 点 ）

内 国 法 人 と の 間 に 次 の 支 配 関 係 が あ る 法 人 を い う 。

⒜ 一 の 者 が 法 人 の 発 行 済 株 式 等 の 総 数 等 の ５ ０％ 超 を 直 接 又 は 間 接 に 保 有 す る 関 係

⒝ 一 の 者 と の 間 に ⒜ の 支 配 関 係 が あ る 法 人 相 互 の 関 係

ニ 特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 額 （ １ 点 ）

内 国 法 人 が 支 配 関 係 法 人 か ら 特 定 適 格 組 織 再 編 成 等 に よ り 移 転 を 受 け た 資 産 （ 一 定 の も の

を 除 く 。 ） で そ の 支 配 関 係 法 人 が そ の 支 配 関 係 発 生 日 の 属 す る 事 業 年 度 開 始 の 日 前 か ら 有 し

て い た も の （ 以 下 「 特 定 引 継 資 産 」 と い う 。 ） の 譲 渡 、 評 価 換 え 、 貸 倒 れ 、 除 却 そ の 他 の 事

由 に よ る 損 失 の 額 の 合 計 額 か ら 特 定 引 継 資 産 の 譲 渡 、 評 価 換 え そ の 他 の 事 由 に よ る 利 益 の 額

の 合 計 額 を 控 除 し た 金 額

（無断複写・転載を禁ず）

（６）


